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計画の目的
 年間 130 万人を超える観光客が訪れる東尋坊は、福井県内で最大の観光地であると同時に、北陸を代表する景勝
地となっています。数年後に控える北陸新幹線福井・敦賀延伸開業や中部縦貫自動車道の全線開通、大阪関西万国
博覧会の開催など、東尋坊の果たす役割はこれまで以上に重要となるに違いありません。今まで以上の交流人口や
関係人口の増加を通じて、地域経済の好循環の拡大を図り、さらには来訪者の滞在性や回遊性などの満足度向上の
実現のため、ここに再整備基本計画を策定します。
　この基本計画は今後の計画・設計・施工・管理運営の各フェーズにおいて、立ち帰るべき規範になる考え方をま
とめたものです。基本計画を常に参照しながら、関係者が一丸となって新しい東尋坊をつくり出すことを期待します。

場所の説明
 本計画の対象地は、越前加賀海岸国定公園内特別保護地区および第 2 種特別地域内に位置しており、福井県坂井
市三国町安島地係他の約 17ha を計画区域としています。この一帯は、輝石安山岩の柱状節理による、日本海に面し
た険しい岩壁が続く特徴的な景観を有しており、一千万年以上前の新生代第三紀中新世に起こった火山活動による
マグマが冷えてできた火山岩が、浸食されたものとされています。この柱状節理の規模の大きさが地質学的に極め
て貴重であるとされ、一部は名勝天然記念物「東尋坊」に指定されています。
 

上位計画と整合
 坂井市総合計画で定められている通り、住民と行政の協働によるまちづくりをサポートするような体制づくりを
目指すとともに、同計画で定められた美しい景観資産の活用を実施します。さらに坂井市まち・ひと・しごと創生
総合戦略で定められた雇用の創出や新しいひとの流れなど、坂井市の現状に即した計画づくりを行います。
　地域資源の「魅せ方」や「楽しみ方」については、坂井市観光ビジョン戦略基本計画の方針に整合させるなど、
関連する上位計画との整合を図ります。

計画の考え方
 この基本計画は、全体コンセプト、地域資源、基本戦略、デザイン手法の４つのレイヤーで構成されています。
環境共生を全体のコンセプトとし、歴史や文化、地質や季節ごとの魅力など東尋坊が有する地域資源をベースとし
ながら、滞在時間の延長や持続的なまちづくりなどの７つの基本戦略を設定しています。基本戦略の実現にあたっ
ては、ビジターセンター、交通、駐車場、散策路、商店街、宿泊施設、アクティビティという７つの具体的なデザ
イン手法の検討により、東尋坊の魅力をさらに引きだす方策を検討します。これら４つのレイヤーの組み合わせに
よって、東尋坊に新しい価値を創出します。（p.2「計画の概念図」参照）

●環境的価値の共有と発信
　新しい技術や仕組みなどの導入によって、地域全体を環境保全先進地域とすべく、ハード整備からライフスタイル
まで環境共生を軸とした統合的なデザインを展開します。環境共生とは、地球の限りある資源を大切にすると同時
に、東尋坊が有する歴史資源としての環境を尊重することでもあります。そうした地域固有の環境的価値をうまく
共有し、発信することが、東尋坊での滞在をより豊かなものとします。

●地域の将来と向き合う持続的・段階的なまちづくり
　きれいなビジョンだけでは、地域は変わりません。計画づくりにあたっては、地域住民や生

なりわい

業との調整を行いつつ、
地域や行政が抱えている社会課題の解決に向けた取り組みを行います。すべてを同時に完成させ終了、というよう
な従来の固定的な計画づくりではなく、担い手として東尋坊まちづくり会社 ( 仮 )（以下、まちづくり会社）を立ち
上げ、社会実験などを重ねながら、理想と実態のすり合わせを行い、状況に応じて選択肢を選べることで柔軟に対
応ができるような計画を実施することで、短期間の整備にとどまらず、長期的かつ持続的な計画づくりとします。

　はじめに
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●体験の多様化による滞在時間の延長
　商店街の漸進的更新や新たなブランチの形成、室内外で展開するさまざまなアクティビティ、各種施設の整備によ
って、東尋坊での滞在時間を延長し、地域をより深く理解するきっかけを生み出します。滞在時間が延びることで、
人と人との交流の機会が増加し、新たなアイディアを生み出していく循環をつくり出すことができます。

●ユニバーサルデザインのネットワーク化
　高齢化および国際化を迎えた 21 世紀の日本社会の模範となるような新しい地域づくりを目指します。散策路な
どの通路をはじめとしたハード事業だけでなく、サイン計画や観光情報など、さまざまなサービスを誰もが楽しめ
るものとすることで、滞在体験が幾重にも折り重なった魅力的な地域づくりを進めます。

●地域をより深く理解するためのナイトタイムエコノミー 1)

　地域文化は、昼と夜、それぞれの側面を有しています。従来の東尋坊観光は昼のみに注目されていましたが、西側を
向いた海岸線は夕日やそれ以降のコンテンツとも相性が良い特性を有しています。今後は、夕方から夜にかけての
観光にも注力することで、ナイトタイムエコノミーと地域の深い理解とを両立するような地域づくりを目指します。

●人材育成の拠点
　これからの教育は、高校や大学などの教育機関だけで行われるものではありません。観光や接客など、高度な専
門性を有する技能については、理論と実践を兼ね備えた学びの機会が重要になります。世界中からさまざまな人が
訪れる東尋坊は、実は人材育成にとっても最適な場所であるということができます。事業性と教育機能が高度に融
合した新しい拠点を設けることで、全国的な観光人材育成の中心地となり、中長期的な人的交流を促進します。

●ブリッジやブランチなど、世界レベルで訴求するデザイン
　情報の個人化が進んだ現在では、マスツーリズムだけでなく、個人による情報発信が主要なメディアとなってい
ます。また、各地の観光地の取り組みがすぐに世界に伝わる時代だからこそ、ベースとなる基盤づくりのほかに、
多くの人が一度は訪れてみたいと思えるような訴求力の高い目的地をつくり出します。

２
1)夜間に行われるさまざまな文化・経済活動を活性化させ、かつ既存の資産を活用し、｢夜間 ｣という新たな時間市場を開拓することで事業を拡大しようとする経済概念
(出典：ナイトタイムエコノミー 推進に向けたナレッジ集 (2019)、国土交通省 観光庁 )
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計画区域は約17ha とし、文化財「東尋坊」と一体となって価値を形成する周辺環境を含めて、
東尋坊を核とした「東尋坊らしさ=環境共生」を全体コンセプトとした、
文化的な空間を創出することを実現するためのエリアとします。 
計画区域には、文化財保護法「名勝・天然記念物」の指定エリア、
自然公園法の特別保護地域と第2種特別地域の指定エリアがあります。 

基本計画では、7つの基本戦略ごとに、各指定エリアにおける関係法などと整合性を図りながら、
東尋坊再整備基本計画の実現を目指します。

東尋坊再整備基本計画
計画区域（約17ha）東尋坊範囲

総延長約８km

広域図（約1:50000）

雄島

東尋坊

　東尋坊現況図
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東尋坊地区
まず駐車
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三国湊地区

水族館地区

スロー・サーキュレーションの一例

海
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陸
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既存商店街の崖側2/3程度を
「本通り」と捉え、修景事業
や空き店舗改修・貸出事業
を漸進的に実施し、既存店
舗移転や新規店舗出店を促
進します。その脇にも「ブラ
ンチ」と名付けた新しい商店
街を整備することで、回遊性
が高い商店街を創出します。

環境共生とは、地球の限りある資源を大切にすると同時に、東尋坊が有する資源とし
ての環境を尊重することでもあります。日本海に面して形成された天然記念物である
輝石安山岩の柱状節理と緑豊かな美しい自然環境のみならず、東尋坊固有の歴史・
文化環境を尊重しつつ、地域資源を利活用することで東尋坊まちづくりを実施します。
そうした地域固有の環境的価値をうまく共有し、発信することが、東尋坊での滞在をよ
り豊かなものとします。
また、新しい技術や仕組みなどの導入によって、地域全体でハード整備からライフスタ
イルまで環境共生を軸とした統合的なデザインを展開します。

東尋坊が有する自然の厳し
さと恵みという独自の価値を
五感で享受できる新しいアク
ティビティの創出を想定しま
す。これらを散策路によって
つなげることで、相乗効果を
高め、地域全体の体験とし
てより豊かな価値を創造し滞
在時間の伸張を目指します。

商店街ブランチのイメージ事例
ログロード代官山

公式 Web より

東尋坊周辺一帯を「三国リ
ング」として捉え、各エリ
アを水運・路線バス・自動
車など複数の移動手段で結
び、1 つの移動手段だけに
限らない回遊を促します。そ
の結節点を、陸と海各々の
東尋坊交通ステーションとし
て整備します。

道路を含む再整備や一体的
運用により利便性を向上しつ
つ、季節需要に応じて使い
方の変化するデザインにしま
す。また多様な交通と連携し、
広域的な駐車場ネットワーク
を整備します。同時に歩行者·
バス·業務車両 ·一般車両な
どの動線整理をします。

東尋坊ならではの特徴的な
ビジターセンターを、商店街
本通り、商店街ブランチ、交
通ステーションの結節点に
配置します。各種機能を備
え、冬季や荒天時にも誘客
力のある、つなぎ・つたえる
ビジターセンターを計画しま
す。

散策路のイメージ事例
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/13583/13583.html より

アクティビティのイメージ事例
鳴尾浜臨海公園 芝生 de ヨガ

http://www.naruohama-park.com/eventtopics/shiba/ より

駐車場のイメージ事例
ラコリーナ近江八幡 

https://haveagood.holiday/plans/13109 より 

ビジターセンターのイメージ事例
Public Library in Ceuta 

© Fernando Alda　https://www.archdaily.com/393114/
public-library-in-ceuta-paredes-pedrosa より

東尋坊の森

荒 し々い波による侵食、輝石
安山岩独自の模様や色、切り
立った柱状節理など、美しい
自然環境を眺める新たなアク
ティビティとして、ブリッジの
設置を検討します。
ただし、環境負荷や文化財保
護の視点から引き続き検討が
必要なことから、ブリッジの設
置については、有・無の２案
を作成しました。

既存の遊歩道を再整備しつ
つ、新しい遊歩道である商
店街ブランチと組み合わせ、
選択性のある散策路として
ネットワーク化します。要所
に展望歩廊や休憩所、サイ
ンを整備し、利用者に配慮
したユニバーサルデザインと
します。

　東尋坊再整備基本計画

ビジターセンター

交通ステーション

駐車場

商店街 (ブランチ )散策路

環境共生

ブリッジ (要検討 ) アクティビティ
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方位とスケール

配置図

ビジターセンター･交通ステーション

可能な限り
既存の地質を利用

商店街

EV
⇅

駐車場↘

ビジターセンターの整備目標
●商店街本通り、商店街ブランチ、交通ステーションを
つなぐ結節点となり、東尋坊観光の拠点施設として、来
訪者の動線を効果的に誘導する役割を担う。また、通気・
換気などに配慮した施設計画とする。
●東尋坊を眺めるだけでは分からない、歴史・地質の背
景を紹介し、世界的な価値を発信する地質研究ラボを併
設する。
●東尋坊の高い集客力を活かし、坂井市・福井県の情報
発信を担い、広域の観光も促進する。
●冬季や荒天時にも高い集客力を確保し、自然を引き立た
せつつ、建築物そのものも目的地となるセンターとする。
●海外や県外からの観光客のみならず、地元県民や市民
にも親しまれるセンターとする。
外観・内観
●東尋坊の自然との環境共生を実現しつつ、ビジターセ
ンターとして分かりやすいデザインとする。
●駐車場などからの来訪者の流れを受止め、商店街に誘
導する。敷地の高低差を活かして、商店街本通り、商店
街ブランチ、交通ステーションの結節点としての空間を
提供する。

配置計画
●来訪者の動線を整理し、東
尋坊観光の体験をより豊かに
するため、駐車場・商店街本
通り・商店街ブランチの結節
点に整備する。
●利用者の利便性を促進し、満
足度向上を図るため、ビジター
センターと「陸」ステーショ
ン (p.7 参照 ) を一元化して新築
で整備する。
●駐車場との間に「アクセス
広場」を設け、ビジターセン
ターへのアクセスを印象的に
演出する。

機能および規模
●ビジターセンター (1000 ㎡程度 )
　・東尋坊紹介スペース、地質研究ラボ
 最先端技術の導入、冬季や荒天時への対応
　・まちのコンシェルジュ
　 各種案内、アクティビティ窓口など
　・テナント
 チャレンジショップの誘致、ブランチとの連携
　・ホール、会議室 
 修学旅行や催事の開催対応
　・荷物預所、配送窓口
　・トイレ、おむつ替え室、多目的室
　・授乳室
　・ゴミ箱　・Wi-Fi　・AC 電源
　・事務室　・倉庫
●交通ステーション
　「陸」ステーション (200 ㎡程度 )
　・バスタクシー待合
　・広域 ( 坂井市・福井県 ) 観光情報発信スペース
　・各種交通案内
 駐車場料金収受機能
　・トイレ
　・ゴミ箱　・Wi-Fi　・AC 電源
断面ダイアグラム

Public Library in Ceuta / Paredes Pedrosa
© Fernando Alda

https://www.archdaily.com/393114/public-library-in-ceuta-paredes-pedrosaより

内観参考事例

　ビジターセンター
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●広場や建築が地域を更新する
　コロンビア第二の都市メディジンの都市再生事例。
　かつては、メディジン・カルテルなどの不名誉なことか
ら世界的に名を知られていたが、2000 年代の全市をあげた
都市再生への取り組みは、急速な治安の改善とそれに基づ
く経済的活動の進展などにつながり、世界的にも類を見な
いほどの成果を上げている。

　

　ベレン地区における都市再生は、教育政策や交通政策と
いうソフトな政策と、それらにより生じた変化を実感させ
るベレン公園図書館というハードな整備が、同一の理念を
共有して進められたことによって実現したといえる。
　東尋坊プロジェクトにおいても、エリアマネジメントや
アクティビティ支援などのソフトと、広場やビジターセンター、
散策路などのハードが、環境共生などのコンセプトの下に
一体的に進められることが、地域再生のカギを握っている
といえる。

【引用文献】　
※ 1：川添善行ら著『コロンビア・メディジン市における ベレン公園図書館の建設』景観・デザイン研
究講演集 2008 年　
※ 2：小松崎俊作ら著『景観デザインによる社会イノベーションのメカニズム分析：コロンビア・メデ
ジン市のベレン公園図書館と福岡市警固公園との比較』2016 年

　都市再生プロジェクトの一環である「5 つの公園図書館政
策（Santo Domingo, La Ladera, La Quintana, San Javier, Belen）」
の 1 つであるベレン公園図書館を東京大学景観研究室が中
心となって設計した。３つの広場と分棟形式の建築群によ

り構成されており、
周辺環境と広場、建
築が一体となって固
有の場をつくってい
る。設計初期から広
場を中心に検討が重
ねられた。

※ 2

※ 2既存樹を活かした広場※ 1 周辺環境と広場と建築

※ 1

金沢 21 世紀美術館
公式 web より

※ 1

式典に集まった人々※ 1水の広場で遊ぶ子ども達

●住民の意識の変化
　ユーザーインタビューを交えた調査によると『商店主 Jordan 

Ortiz も 「ベレン地区の変化はさまざまな要因があるだろうが、
ベレン公園図書館の周りにそれらが集中し、掛け合わさって
いる。ベレン公園図書館は 「目に見える」んだ 」 と述べて、 

社会変化は必ずしもベレン公園図書館によってもたらされた
ものではないが、実体を持つベレン公園図書館を介して変化

●世界のその他の参考事例

●ソフトとハードの連携による都市政策と地域への波及

●ベレン地区における
都市再生の効果
・治安の改善
・殺人率の低下
・地価の上昇
・商店の増加
・進学率の上昇

殺人率の低下

敷地面積：14,220 ㎡
用途：図書館、講堂、音楽学校、商店、日本文化サロン、
　　  地域情報室、多目的室、職業訓練室

設計者の初期スケッチ

羅東文化工場
公式 web より

を認識しているという心理メカニズムを示唆した。』『現実の
社会的変化を生む都市政策の上に、その変化を実感させ、市
民に確信を与える景観があることで、社会変革が促進された
と考えられる。』さらに、『Lopez Ramirez 校長の 「この図書館
は punto de encuentro．だからコミュニティへの帰属意識と誇
りを感じられるんです」 という発言から，ベレン公園図書館
を中心としたコミュニティへの誇りが生じていることも読み
取れる．』(『』内は※ 2 より引用 )
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東尋坊の内外の交通ネットワーク整備の方向性
●東尋坊の内外において、環境負荷をかけない方法で、
すべての人が使いやすい交通ネットワークを実現する。
●多様な交通との組み合わせによる広域的な人の流れ
を作り出すために、ICT による新交通システム MaaS
（Mobility-as-a-Service）の概念に基づいた広域的な交通
を整備する。電動モビリティやシェアサイクリング、カー
シェアリング、バス、鉄道、舟運など、すべての既存・
新設交通手段の利用連携の仕組みを構築する。

交通ネットワーク整備のための施策
●東尋坊の入口となる交通の拠点を、陸側と海側に 2 箇
所整備し、水陸の地域交通を東尋坊エリアで結節する。
●東尋坊と三国湊・雄島・越前松島水族館などを繋ぐ「三
国リング」を複数の公共交通機関（遊覧船や路線バス、
鉄道）によって結ぶことで、エリア内の周遊を促す。
●三国リングの海側の動線として、三国湊～サンセット
ビーチ～東尋坊～雄島に船舶ルートを開設し、季節運行・
定期運行を行う。東尋坊で他の交通手段と乗り換えられ
るようにすることで、広域的な周遊を促す。東尋坊の柱
状節理は海から見ても楽しめるため、海路からアクセス

することは特有の観光地体験となりえる。
●その他の施策として、各交通手段を共通で使えるチ
ケットや、駐車場利用者への公共交通機関利用料金の
割引、誘客拠点施設における交通案内の充実、交通拠
点（交通ステーション）の整備、シェア・オンデマン
ド交通手段の導入、交通手段連携システムの導入など
を適宜実施する。

東尋坊における交通ステーションの整備
●以上の交通ネットワークの整備の一環として、東尋坊
エリアに交通の拠点を「陸」「海」の 2 箇所整備する。
●東尋坊を訪れたすべての人が使いやすく分かりやす
い、交通の結節点とする。
●交通の「陸」ステーションは、新築のビジターセンタ
ーと一体化して整備し、大型バスの乗降場と公共交通機
関の乗降場を新設する。
●交通の「海」ステーションは、既存の遊覧船切符売場
の建物を解体再整備し、以下の機能を導入する。

＜必要となる機能の例＞まちのコンシェルジュ（多言語対
応）、チケット売り場、ゴミ箱、Wi-Fi、AC 電源、事務室、
倉庫、待合所、展望スペース

●遊覧船乗場を東尋坊のもう一つの玄関口とするべく、
「海」ステーションから崖を降り乗降場に至る動線を補
修整備し、より快適に遊覧船が利用できるようにする。

散策路計画 凡例

※ブリッジ

遊
覧

船
航

路

200714  東尋坊再整備計画

計画全体マップ イメージ S=1/2000

案1：ブリッジ有り

荒
磯

遊
歩

道

既存舗装等やりかえ範囲

森林

ユニバーサルデザインを
目指した歩行空間

地形に合わせた歩行空間

新設散策路・広場など

既存のまま利用する散策路

(場所により手摺、舗装の補修)

廃止する既存の散策路

※ストリートファニチャー等の配置は別途。

広場

除去想定建物

新設・改修建物

一般車両動線

搬入・緊急車両動線

緑地

ビューポイント

一般車両駐車場

大型バス駐車場

商店街関係者駐車場

P

P大

P商

P

550台

P臨 臨時駐車場

P臨1・200台

P臨2・400台

P商・P大

南の森林公園

北の森林公園

テラス

※ブリッジ：設置の可否について、

　行政協議が必要です。

0 100m

保護すべき岩場

自然公園法上の「特別保護地域」

文化財保護法「名勝・天然記念物」

散策路計画 凡例

※ブリッジ

遊
覧

船
航

路

200714  東尋坊再整備計画

計画全体マップ イメージ S=1/2000

案1：ブリッジ有り

荒
磯

遊
歩

道
既存舗装等やりかえ範囲

森林

ユニバーサルデザインを
目指した歩行空間

地形に合わせた歩行空間

新設散策路・広場など

既存のまま利用する散策路

(場所により手摺、舗装の補修)

廃止する既存の散策路

※ストリートファニチャー等の配置は別途。

広場

除去想定建物

新設・改修建物

一般車両動線

搬入・緊急車両動線

緑地

ビューポイント

一般車両駐車場

大型バス駐車場

商店街関係者駐車場

P

P大

P商

P

550台

P臨 臨時駐車場

P臨1・200台

P臨2・400台

P商・P大

南の森林公園

北の森林公園

テラス

※ブリッジ：設置の可否について、

　行政協議が必要です。

0 100m

保護すべき岩場

自然公園法上の「特別保護地域」

文化財保護法「名勝・天然記念物」

東尋坊地区
まず駐車

雄島地区

三国湊地区

水族館地区

スロー・サーキュレーションの一例

海
ステー
ション

陸
ステー
ション

「陸」ステーション（ビジターセンター ）周辺図 「海」ステーション周辺図

（事例）秋田駅西口バスターミナル
https://www.japandesign.ne.jp/kiriyama/207_katsushi_nagumo/akita-bus-
terminal/

（事例）石廊崎
http://mannmarukobusi.blog57.fc2.com/blog-entry-826.html

「三国リング」における広域的な人の流れのイメージ

大型車乗降場
駐輪場

ビジターセンター
陸ステーション

アクセス広場

商店街関係者駐車場

「海」ステーション

中広場

遊覧船乗場

一般駐車場

公共交通機関乗降場
（タクシー・バス）

タクシープール

　交通
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駐車場の整備目標
●利用者がわかりやすく、使いやすい駐車場とする。
●環境に優しく、自然と共生する駐車場とする。

車両動線の整理・ゾーニング
●県道を拡幅し、市道雄島 14 号線と 13 号線の形状を変
更することで車両動線の整理を図る。
●一般車両は市道雄島 14 号線のみ通行可能とし、同 13
号線は原則として搬入用・従業員用など、業務車両のみ
とする。搬入のルールや時間区分などは、東尋坊まちづ
くり会社 ( 仮 ) で検討しながら運用する。
●ビジターセンター付近に、市道雄島 14号線から分岐す
る大型バス駐車場・乗降場および公共交通機関乗降場を
新設。各店舗・まちづくり会社との契約による大型観光
バスは、原則としてこの場所に乗降・駐車を集約する。
●公民すべての駐車場を整理・統合し、東側に一般駐車場
を設ける。一般車両用駐車場の最大駐車台数は 550 台程
度とし、まちづくり会社が一体管理運営を行う。
●南側には臨時駐車場を設け、合計 1000～ 1200台程度の
駐車容量を確保することで GW などピーク時需要に対
応する。商店街関係者用駐車場を設置し、関係者協議の
上、商店街内部に原則駐車しないルールづくりを目指す。
●車椅子用駐車マス、電気自動車の充電スタンドなどの
必要な設備を、利用しやすい場所に適当数設ける。

●自転車、オートバイなどの駐輪場を適宜設置する。同
位置にシェアサイクル拠点の設置も検討していく。

駐車場デザインの方向性
●駐車場内の動線は、歩車分
離を徹底し、まずビジターセ
ンターに足が向くような歩行
者ルートの配置・構成とする。
●東尋坊の豊かな自然を感じ
られる舗装や植栽を検討し、
北側の森林と共通する植栽計
画とすることで、近隣の景観となじむ駐車場とする。
●臨時駐車場のエリアは、アスファルト舗装を施さず、
オフピーク時に位置を区切って多目的利用（グランピン
グなど）に供せるものとする。インフラ施設配置も考慮
し、段階的に整備する。

駐車場管理の方向性
●入庫待ち渋滞をつくらないよう、満空表示看板の新設
や入出口位置を工夫。ナンバー認識・事前精算制など、
渋滞の原因とならないゲートの仕組みを導入する。
●管理運営はまちづくり会社が担い、その収益は東尋坊全
体に資するための活用資金に充てる構造とする。
●駐車場の環境負荷を低減するため、適切な植栽計画な
どを実施する。

（事例）ラ コリーナ近江八幡の駐車場

散策路計画 凡例

※ブリッジ

商店街本通り

遊
覧
船
航
路

200714  東尋坊再整備計画
計画全体マップ イメージ S=1/2000

案1：ブリッジ有り

荒
磯
遊
歩
道

既存舗装等やりかえ範囲

森林

ユニバーサルデザインを
目指した歩行空間

地形に合わせた歩行空間

新設散策路・広場など

既存のまま利用する散策路
(場所により手摺、舗装の補修)

廃止する既存の散策路

※ストリートファニチャー等の配置は別途。

広場

除去想定建物

新設・改修建物

一般車両動線

搬入・緊急車両動線

緑地

ビューポイント

一般車両駐車場

大型バス駐車場

商店街関係者駐車場

P

P大
P商

P臨 臨時駐車場

P商・P大

南の森林公園

北の森林公園

東尋坊の森

中広場

テラス

アクセス広場

海ステーション

タクシープール

※ブリッジ：設置の可否について、
　行政協議が必要です。

0 100m

保護すべき岩場
自然公園法上の「特別保護地域」
文化財保護法「名勝・天然記念物」

0 100m

商店街関係者・
大型バス駐車場

商店街関係者
駐車場

ビジターセンター 
陸ステーション 一般駐車場

（550台程度）

臨時駐車場 1
（200台程度）

県道の拡幅

交差点・信号の設置

市道の形状変更

市道の業務車両専用化

臨時駐車場 2
（400台程度）

大型車乗降場

駐輪場

公共交通機関乗降場
（タクシー・バス）

　駐車場
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散策路の整備目標
●アクティビティなどのコンテンツ間の回遊性を高め、
エコモビリティも利用して来訪者の滞在場所を増やす。
●ユニバーサルデザインを通じた歩きやすい散策路を段
階的に整備し、余剰な既存遊歩道は積極的に自然に戻す。
●東尋坊特有の景観・文化的価値に対する理解を高める
ため、新たな散策路としてブリッジの設置を検討する。
配置・ゾーニング
●散策路は、①既存の商店街の歩行空間を積極的に生か
しつつ、②雄島への景観を取り入れた歩行空間（以下、
雄島軸散策路）によって周回する散策路を全体の骨格と
して整備する。また、③崖に近接した場所に新たな魅力
としてのブリッジの設置を検討し、実現に向けて取り組
む。さらに、④荒磯遊歩道を東尋坊の歩行空間の外郭と
して位置付け、地形に配慮して整備する。
●散策路の計画によって生まれる広場などは、地形や植
生に配慮し、それぞれの場所の性格に合わせて計画する。
デザインの方向性
●主に既存の歩行空間の再整備を中心とし、それぞれの
環境に応じた設えとする。また、歩きやすさ、降雨や降雪、
塩害に配慮し、勾配部は特に防滑性に配慮する。新設が
必要な部分は、地形や景観を損ねないように計画する。
●雄島軸散策路やブリッジはユニバーサルデザインに重
点をおき、東尋坊の魅力を多くの来訪者が体験できる計
画とする。また、地形や路地性を大切にした散策路は、
素材や形状など設

しつら

えの自由度を高めて計画する。

ストリートファニチャーなどの配置
●目的に基づいたストリートファニチャーなどを配置す
る。既設の更新も含め、景観に配慮したデザインとする。
cf-1. 現在地や目的地がわかる地図・サイン
cf-2. 休憩所としてのベンチ・あずまや・自動販売機
cf-3. 通信手段としての電話ボックス・Wi-Fi の整備
cf-4. 衛生的な施策としてのゴミ箱や喫煙所の整備
cf-5. 日没後も安全に歩行するための街灯の整備
cf-6. 利用しやすいトイレの整備
cf-7. イベント時や広告に対応するポスターボード
cf-8. 写真スポットやモニュメントの整備
cf-9. 東尋坊の強風を利用したアートイベント

https://travel.navitime.com/ja/area/jp/guide/NTJmat0626/

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/13583/13583.htmlhttps://www.google.com/maps/uv?hl=ja&pb=!1s0x60223f12164cc14

 ブリッジのイメージ

散策路のイメージ中広場のイメージ

 商店街本通りの舗装イメージ

　散策路
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設置するストリートファニチャーなどの方向性
●ネットワーク状の散策路に共通して、下記のように目的に基づいて配置し、東尋坊の景観や歴史に配慮したデザ
インとする。

配置イメージ

s-1現在地がわかりやすいような方策をとる。
　→東尋坊全体で共通した表記の地図・サインの配置
　→誰にでもわかるようなピクトサインを主に使用し、文字の 
　　表記は日本語・英語の 2 種類表記を最低限として配置
　→一部のサインは日没後も認識できるように内照式などを配置

s-2歩行者の疲労に配慮した休憩スペースを計画する。
　→ベンチ、あずまや、自動販売機の設置

s-6トイレを適宜配置する。
　→商店街エリアにおいては店舗内の客用トイレ配置を促進
　→自然エリアにおいては既存施設なども利用しながら配置

s-3歩行者の通信手段を確保する。
　→電話ボックス・Wi-Fi の配置
s-4観光客から商店街や自然を衛生的に守る。
　→ゴミ箱・喫煙所の配置

s-7イベントの告知や広告などのポスターを計画的に配置する。
　→ポスターボードを配置

s-5日没以降も利用できるように計画する。→街灯の配置

商店街エリア 自然エリア

散策路
店舗

散策路 あずまや
既存トイレ

新規宿泊施設など「雄島軸」・周遊ルート 脇道 メインルート 脇道

s-1
地図 適切な間隔で配置 － 適切な間隔で配置 必要に応じ設置

サイン 適切な間隔で配置 － 適切な間隔で配置 必要に応じ設置

s-2

ベンチ 適切な間隔で配置 － 適切な間隔で配置 配置

あずまや 数ヶ所に配置 － 数ヶ所に配置 配置

自動販売機 適切な間隔で配置 － － － － 配置

s-3
電話ボックス 適切な間隔で配置 － － － 適切な間隔で配置 配置

Wi-Fi 全域に設置

s-4
ゴミ箱 適切な間隔で配置 － 店頭や店内に設置 適切な間隔で配置 － 配置

喫煙所 適切な間隔で配置 － 必要に応じ配置 － － 配置

s-5 街灯 適切な間隔で配置 － 適切な間隔で配置 散策路用に配置

s-6 トイレ － － 順次設置を推奨 － － 設置

s-7 ポスターボード 適切な間隔で配置 適切な間隔で配置 － － 適切な間隔で配置 配置

左：小江戸川越案内板の事例 (https://townscape .kotobuki.co.jp/news/2018/20180913_001465 .html)
右：株式会社アートプロデュース HPより (http://www .art-produce .co.jp/example/universal/index .html)

左：海外事例 (http://www .rosslovegrove .com/custom_type/solar-tree/)
右：東京ソラマチ (http://www .katori-ada .com/works_f007 .html)

公衆トイレ「トイレの家」(設計：石井大五 )(https://www .mirainoshitenclassic .com/2017/04/6arc .html)

東京都現代美術館の事例 (https://twitter .com/ndccojp/status/1136882861808578561)

左：ＪＲ日向市駅のベンチの事例 (http://www .m-sugi .com/18/m-sugi_18_kano .html)
右：http://cozilin .cocolog-nifty .com/blog/2009/05/post-204c .html

左：海外事例 (https://www .picbear .org/media/Bl9A5-IAbGo)
右：デザイナー：Grace youngeun Lee(https://www .coroflot .com/gr3design/waste-bin)

　散策路
　－ストリートファニチャーなどの基本的な考え方

14



商店街の整備目標
①　将来にわたり環境負荷をかけない商店街をつくる。
同時にデザインガイドラインを策定し、環境と共生する
たたずまいの商店街となるよう整備誘導する。
②　直線型の商店街ではなく、広場と一体化して回遊性
が高まるネットワーク型商店街を構築する。
③　商品・出店計画 (MD) に関する方針を設定し、商店
街全体の視点に立って、購入できる商品の幅、営業時間
の幅などが増えるように営業を誘導する。
④　地域の創業支援機能の導入を契機として、多様な主体
の参画を促し、新しいアイデア・サービスを取り入れる。

商店街のゾーニング
●ビジターセンターから雄島の方角に向かう動線上に
「商店街ブランチ」を新設する。店舗建築を整備した上
で新規出店を促す。
●既存の商店街は西側 2/3 程度を存続し「本通り」とし
て再整備を誘導する。東側 1/3 程度に位置する店舗は本
通りの空き店舗やブランチへの移転を促し、その用地は
駐車場およびビジターセンターへの転換を想定する。具
体的な事項は、今後の協議で検討を進める。
●中広場やテラスに面した商店入口の設置も誘導するこ
とで、広場と通りの両側に開いた商店街空間を目指す。

散策路計画 凡例

ビジターセンター ・

アクセス広場

東尋坊の森

陸ステーション

※ブリッジ

遊
覧
船
航
路

200714  東尋坊再整備計画
計画全体マップ イメージ S=1/2000

案1：ブリッジ有り

荒
磯
遊
歩
道

既存舗装等やりかえ範囲

森林

ユニバーサルデザインを
目指した歩行空間

地形に合わせた歩行空間

新設散策路・広場など

既存のまま利用する散策路
(場所により手摺、舗装の補修)

廃止する既存の散策路

※ストリートファニチャー等の配置は別途。

広場

除去想定建物

新設・改修建物

一般車両動線

搬入・緊急車両動線

緑地

ビューポイント

一般車両駐車場

大型バス駐車場

商店街関係者駐車場

P

P大
P商

P
550台

P臨 臨時駐車場

P臨1・200台
P臨2・400台

南の森林公園

北の森林公園

公共交通機関
乗降場

大型車乗降場

中広場

テラス

タクシープール

※ブリッジ：設置の可否について、
　行政協議が必要です。

0 100m

保護すべき岩場
自然公園法上の「特別保護地域」
文化財保護法「名勝・天然記念物」

駐輪場

商店街本通りの整備の方向性
●デザインガイドラインを策定し、国土交通省「街なみ
環境整備事業」など地元の合意形成と事業推進のための
補助制度を導入することで、外観・看板などの統一感ある
整備を促す。雨対策の雨よけなども盛り込む。

商店街ブランチの整備の方向性
●新しい東尋坊商店街をイメージづけ、回遊性が高まる
ような商店街構成とするために、商店街ブランチをビジ
ターセンターから雄島の方角へ降りていく新しい動線上
に整備する。それぞれのブランチには本通りからの一部
店舗移転を促す。また、既存商店街との競合に配慮しつ
つ、新しい要素を持った新店舗も誘致する。
東尋坊商店街の運営体制
●まちづくり会社と戦略会議（P19参照）が、新しく出店ま
たは移転する商店の業態、規模、契約形態などの検討を行い、
将来的な商店の移転や整備事業の実施を担う。
●また、東尋坊における人工物（建築物・商店街・散策
路など）のデザインガイドラインをまちづくり会社が主
体となって策定・実施することで、環境と共生し、自然
景観を引き立てるための指針とする。

●商店街内の空き店舗は、リノベーションを随時実施し、
新規出店者などへのテナント貸しができる仕組みをつくる。
実施にあたっては、先行するモデル店舗の整備を検討。
●商店街本通りの中の商店は、将来的な建物の老朽化や
廃業などのタイミングに応じて適宜建物の取り壊しを進め、
適正な店舗数を模索する。
●訪問客が使えるストリートファニチャーを設置する。
● CO2 排出量削減、再生可能エネルギーの利用やエネル
ギー効率の向上などの施策を導入し、建築・運用が将来
にわたって環境と共生する商店街の仕組みを創出する。

＜建築＞　構造、ボリューム、開口部、外壁（色、仕上げ、形態）、
　　　　　サイン、照明、植栽、広告物など
＜街路＞　ストリートファニチャー、電線電柱、 
　　　　　舗装（仕様、色など）、手摺り、照明、サインなど
トイレなどの共通貸出ルール、案内の仕方、除雪ルール、設置物など

ハード

ソフト

https://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10813000520 https://mbp-japan.com/hiroshima/k-tent/column/3402707/

商店街関係者・
大型バス駐車場

商店街関係者駐車場

商店街本通り

商
店
街
ブ
ラ
ン
チ

　商店街
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東尋坊が、周辺における宿泊施設の計画に期待すること
●東尋坊の大自然を感じられ、環境と共生できるように配慮された計画であること。
●私有地や公有地などの候補地を十分に検証し、官民の協力体制をもとにした互恵関係のある計画であること。
●宿泊施設に滞在することによって東尋坊で終日過ごせる範囲における計画で、来訪者が、宿泊施設内部で完結せずに商店
街や森林公園、アクティビティなどの周辺要素に触れられるよう、ソフト面を含めた連携が図られた計画であること。
●宿泊や飲食、附帯の用途などと連携した人材育成・教育に関わる運営や、周辺環境と連携した運営にも配慮した
計画であること。
配置・ゾーニング案の比較

デザインの方向付けと今後の宿泊施設計画の位置付け
●民設民営の場合は参画する事業者の主体性を尊重しながらも、地形や植生などの周辺環境に向き合いながら景観
に配慮した外観を目指し、滞在者が東尋坊を感じられる全体計画となるよう、事業者と調整を行える環境を整える。
また、外観・内観ともに、東尋坊に新たな価値基準を生み出す意匠を積極的に取り入れる。
●今後、東尋坊再整備実施事業検討委員会 ( 仮 )(p.19 参照 ) などの部会を通して、事業者へのサウンディングなどを
行い、宿泊施設の計画における民間事業者の意見を集約し、適切な場所と方向性、また、行政との関わりについて、
順次計画の基盤を検討していく。

https://www .designboom .com/architecture/studio-nminusone-khyber-ridge-house-3-23-2015/ より

外観 参考例

ラウンジ 参考例

客室 参考例
https://www .cubeny .com/dining_17public .htm より

http://www .nanana .co.jp/works/hotels/hotel_15_zaborin/index .php/ より

配置場所の想定 東尋坊中心地（整備計画範囲外付近） 東尋坊範囲内（海岸 8km 範囲、内陸範囲）

メリット

東尋坊の崖や自然に近接し、来訪者の滞在時間の充
実によって、これまで知られていない夕方から早朝
までの時間帯における東尋坊の新たな魅力の創出や
経済効果が期待でき、宿泊施設のレストランや付加
機能によって、新たな観光コンテンツが考えられる。

本整備計画と距離を置くことで事業者の主体性の自
由度を高められ、幅広い範囲から事業者が参画でき
るので、東尋坊全域を見据えて、さまざまな可能性
を含んだ計画とすることができる。

民間事業者の場合、誘致する場所や建築のデザイン
とその規模のコントロールが難しい。また、海側の
好立地の場所には保安林や商店などもあり、近隣住
民や行政との調整が必要になるため、着工前のスケ
ジュールが定まりにくい。

本計画との関連性が希薄になり、宿泊施設計画の意
味付けが曖昧になる。またそのため、本計画の延長
線上として、宿泊施設の建設候補地や運営方式など
の基準を、広域に連携をとって定める必要がある。

デメリット

東尋坊再整備基本計画
計画区域（約 17Ha)

サンセットビーチ

浜地海水浴場

雄島

東尋坊範囲
総延長 約 8km

　宿泊施設
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人材育成
・福井県内外の専門家や事業者と連携し、アクティビティ
事業を担う人材を発掘・育成する。
アクティビティ誘発事業
・プレイベントを順次実施し、事業の実施と成果検証を
進める。令和 2 年度は、観光庁などと連携してナイトタ
イムエコノミーの活用の実証実験を進める。
・中長期的にはまちづくり会社が主体となり事業を継続
実施していく。
アクティビティに関わる施設整備の考え方
・各種アクティビティにも使えるよう、中広場、アクセ
ス広場、臨時駐車場などに必要なインフラを整備する。

アクティビティに関するタイムライン

アクティビティ誘発事業の目標方針

令和 2 年度
～令和 3 年度

令和 4 年度～

令和 5 年度

社会実験イベントなどの
単発実施と成果検証

（短中期）

実施メニュー 達成すること

具体的な事業設計
再整備事業イメージアップ
担い手探し

事業実施目的の達成
事業改善
持続可能性の構築

来客数の増大（数）と
滞在時間の延長（質）

誘発本事業を継続実施
（中長期）

JR
ディスティネーション
キャンペーン（予定）  連携

▼
▼

▼

春 　 夏 　 秋 　 冬

環
　境
　共
　生

目標方針理念 アクション コンテンツ（例）

アクション 3

新規層（親子・ペット
連れなど）の開拓

通年のアクション

通年のアクション

通年のアクション

冬

それぞれの季節の
魅力を伝え学ぶ

●キッズスポーツイベント
●キャンプ
●ドックラン
●バーベキュー

アクション 2

現在のピークタイム
以外での誘客力強化

アクション 1

東尋坊の自然を
今までにない角度から
感じ学べる仕組みづくり

アクション 4

東尋坊内外で活躍する
観光人材育成と定着強化

アクション 5

東尋坊内外における
滞在型コンテンツの
創出・普及

春　夏　秋　冬

方針 2

持続可能な
観光地経営を
実現する

方針 1

東尋坊の
自然に対する
理解を深める

方針 3

これからの
地域を担う

人材を育成する

方針 4

東尋坊に
滞在することの
価値を高める

●朝ヨガ
●キッチンカー誘致
●ナイトツアー
●天体観察会

●植生解説付き森林ツアー
●風を視覚化する構造物
●海女さんツアー
●クリーン大作戦
●環境シンポジウム

●ガイドの育成
●空き店舗の見学ツアー
●リノベーションツアー
●店舗・料理メニューなどの認定制度

●東尋坊エリア近辺への滞在・宿泊施設誘致
●近隣宿泊施設との連携・二次交通整備
●コワーキング・ワーケーション

厳冬期の魅力を作り出す

中広場でのバーベキューなどのイメージ 岩場での仮設バーのイメージ （参考）ミズベリング信濃川やすらぎ堤

　アクティビティ
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②’屋上テラス

③南の森林公園 ③’ テラス

④北の森林公園

海ステーション

⑧エントランススクエア
（ビジターセンター屋上を含む）

②中広場

ビジターセンター・
陸ステーション 

⑨アクセス広場

⑨’ 臨時駐車場

①岩場テラス

⑤柱状節理
（立入可能エリア）

①⑤

④

⑦東尋坊の森
⑦

③’③

②’

⑨

⑨’

商
店
街
ブ
ラ
ン
チ

②

⑥千畳敷近辺
⑥

⑧

勾配がある場所のイメージ フラットな場所の整備イメージ 森林公園での地形を楽しむ場所の整備イメージ
②～④　広場・森林公園の整備イメージ

⑦ 東尋坊の森イメージ

https://www.pinterest.pt/pin/113504853086887841/

https://www.pinterest.jp/pin/446841594282835535/

https://www.pinterest.pt/pin/113504853086887841/

https://www.pinterest.pt/pin/774548835887499133/https://hypebae .com/2019/7/kaws-holiday-location-companion-mount-fuji-japan-camping-camp-herschel-supply-art-fumotopparahttps://twitter.com/hachinohe_kanko/status/703106013675696129https://www.1101.com/juku/hiroba/1st/fav-134/00.htmlhttps://www.pinterest.ca/pin/309411436898143483/

地域国際芸術祭などの開催・連携イメージ

横浜トリエンナーレ2005　「海辺の16,150の光彩」

奥能登国際芸術祭2017　「神話の続き」

http://blog.livedoor.jp/schizou/archives/2005-10.html?p=2

https://www.timeout.jp/tokyo/ja/blog/奥能登国際芸術祭が開幕-5つの魅力を紹介-091317

春

夏

秋

冬

②中広場 ②’屋上テラス
③南の森林公園
③’テラス ④北の森林公園 ⑧エントランススクエア

⑨アクセス広場 ⑨’臨時駐車場①岩場テラス
⑤柱状節理
（立入可能エリア） ⑥千畳敷近辺 ⑦東尋坊の森 その他

アクティビティのイメージ
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　アクティビティのイメージ
　(案１：ブリッジ有り )


